
市町村における児童家庭相談業務等の状況について  
（概 要）  

（平成19年度調査結果）   

改正児童福祉法に基づき、平成17年4月から全ての市  
町村が児童家庭相談に関する相談業務を行うこととされ  

たことを踏まえ、平成19年4月1日現在の市町村の児童  
虐待等に関する相談体制の状況や要保護児童対策地域協  

議会（子どもを守る地域ネットワーク）の設置状況等につ  

いて調査した結果である。  

○ 平成18年度に全国の市町村が受け付けた脚引こ関する相   

題愛但些数は45，901伺ニ（前年度38，183イ恥0   
また、相談を受け付けた後、具体的な援助内容（助言指導・児   

童相談所への送致等）を決定した脚引こ関する相談対応イ牛数   

旦旦フ，933件（前年度40，＝222件）て町  

○ 担談窓口に従事する職員について、児童福祉司と同様の資格を   
有する者は11．3％であった。なお、児童家庭相談専任職異姓、  

5％から40．7％と約4％増旭した。  前年度の36．   

○ 要保護児童対策地域協議会（以下「地域協議会」という。）また   
は虐待防止ネットワーク「以下「ネットワーク」という。」を設置   如Lと前年   
度に比べ豹15％坦堕した。また、地域協議会を設置している市   
町村の割合は65．3％（前年度32．4％トと前年度に比べ壇  
増した。   

なお、平成1  9年度末の地域協議会又はネットワークの設置屋  
込みは、94．5％となっている。  

一卜   



○ 都道府県別に見た市町村の地域協議会及びネットワークの設置   

率は、全ての都道府県で50％以上となったものの、56．7％  
から100％と地域間格差が存在。  

【地域協議会又はネットワークの設置状況】  

設置済み  

町村の割合   
都  道．府 県 名   

100％   
岩手県、埼玉県、神奈川県、石川県、福井県、岐阜県、  

愛知県、三重県、滋賀県、兵庫県、鳥取県、島根県、大分県   

北海道、宮城県、山形県、茨城県、栃木県、千葉県、富山県、  

0％～99％  山梨県、静岡県、大阪府、岡山県、広島県、山口県、徳島県、  

香川県、愛媛県、長崎県、熊本県   

0％～79％   
青森県、秋田県、福島県、群馬県、東京都、新潟県、長野県、  

京都府、奈良県、和歌山県、高知県、佐賀県、鹿児島県、沖縄県   

0％～59％   福岡県、宮崎県   

○ 地域協議会の調整機関担当職員について、何らかの専門資格を   

有する者は55．4％、うち、児童福祉司と同様の資格を有する  
者は10．9％であった。  

○ 重野村において児童家庭相談を行う上での困難点として、「豊田   

蛙重昂する人材の確保が困難」、「職員数の確保が困難上といった   

点を挙げる市町村が多かった。  

○ 地域協議会の機能充実のための課題として、「関係機関構成員の   

基壁知識と危機感の共有化が必要」、「効果的な会議運営方法が必   

要ムJ調整機関職員の専門職化、人材確保が必要」といった点を   

挙げる市町村が多かった。  
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